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(57)【要約】
【課題】火災発生箇所を特定して、警報を報知すること
ができる警報報知機能を有する通信機器を提供する。
【解決手段】警報監視モードを有する親機２０と複数の
子機３０ａ～３０ｅを備えるコードレス電話機において
、マイク２４，３４と、警報音を発生するスピーカ２５
，３５と、あらかじめ警報器の警報音を識別するための
警報音情報を記憶する警報記憶部２９１，３９１と、警
報音が識別された際に通知する通知情報を記憶する通知
情報記憶部２９２と、警報監視モードにおいて、前記親
機または子機のいずれかが警報音を感知した時、前記警
報記憶部２９１，３９１に記憶された警報音情報と比較
し、警報器の警報音が識別された場合、親機２０または
子機３０ａ～３０ｅから他の機器に一斉に特定の警報報
知をなすとともに、前記通知情報記憶部２９２から所定
の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ
自動発信する制御部２１とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話モードと、警報監視モードとに切り替え可能な、親機と複数の子機とから構成され
る通信機器であって、
　前記親機および子機は、警報器からの警報音を集音するマイクと、警報音を発生するス
ピーカと、あらかじめ前記警報器の警報音情報を記憶する警報記憶部と、警報報知時の通
知情報を記憶する通知情報記憶部と、前記マイクを介して警報音を感知した時、当該警報
音と前記警報記憶部に記憶された警報音情報とを比較し、警報器の警報を識別する音声制
御部と、を備えるとともに、前記親機は、更に、子機に一斉に警報報知をなすとともに、
前記通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ自動
発信する制御部を備え、
　前記警報監視モードにおいて、前記子機のいずれかが警報器の警報を識別した場合、警
報器の警報を識別した子機は親機に警報報知をなし、親機は他の子機に一斉に警報器の警
報発生場所を含む警報報知をなし、前記親機が警報器の警報を識別した場合、親機は子機
全てに一斉に警報器の警報発生場所を含む警報報知をなし、前記親機は、前記通知情報記
憶部から所定の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ前記警報報知を自動
発信することを特徴とする警報報知機能を有する通信機器。
【請求項２】
　前記警報器の警報音情報を記憶する警報記憶部には、前記警報器の設置位置と通信機器
を構成する親機および子機の設置位置とに基づいて、前記親機および子機のそれぞれに対
して予め設定された閾値レベルを含む警報音情報を記憶することを特徴とする請求項１に
記載の通信機器。
【請求項３】
　少なくとも前記親機はカメラを備え、通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、
あらかじめ設定された通信先へ自動発信する際に、前記カメラにより撮影された画像デー
タ付加することを特徴とする請求項１または２に記載の通信機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火災・防犯等の警報発生時に緊急報知する警報報知機器に関するものであり
、特に火災報知器とコードレス電話やコードレステレビ電話装置を用いた通信機器に関し
、火災報知器の警報音をコードレス通信機器にて検知し、コードレス通信機器を構成する
親機および複数の子機の全てに非常通報（緊急通報）を同報送信するように構成した警報
報知機能を有する通信機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の一般住宅においては、家人の留守中に火災が発生した場合、消防署への通報が遅
れて大火となる懸念がある。こうした場合、いち早く消防署や外出中の家人に通報できる
よう、広く普及している家庭内の電話機やコードレス電話機あるいは携帯電話を利用して
非常事態の発生を自動発信する装置が提案されている。
【０００３】
　たとえば、下記の特許文献１（特開平６－２４４９２４号公報）には、防犯・火災を検
知する赤外線センサ、煙センサを内蔵し、留守・防火モードで非常事態を検知したときに
は特定のメッセージを自動発信する電話機が提案されている。
【０００４】
　また、下記の特許文献２（特開平８－１９４８８０号公報）には、異常センサを、住宅
内の各所に設置されるコードレス電話の子機側に内蔵し、１つの子機にて異常を検出した
時には、その子機が警報音や合成音声を発するとともに、親機に無線送信し、親機は警報
音を発するとともに、所定の通報先に自動発信し、かつ他の子機からも警報音を発生させ
るコードレス電話装置が提案されている。
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【０００５】
　一方、近年の条例や法制化に伴い、一般住宅において、住宅用火災警報器を住宅内に設
置することが義務付けられて来た。しかしながら、近年の住宅構造では各居室の遮音性が
向上し、火災警報器の警報音が他の居室や、住居外からは聞き取りにくい、あるいは聞こ
えないという事から、家人の焼死をまねく事態を生じている。
【０００６】
　このような住宅環境に対処するため、設置の義務付けられた住宅用火災警報器と、電話
機とを有線・無線で接続し、火災警報の信号を電話機にて検出して所定の電話番号へ自動
通報する警報システムが提案されている。
【０００７】
　たとえば、下記の特許文献３（特開平９－１９８５９１号公報）、特許文献４（特開２
００２－１７５５８４号公報）、特許文献５（特開２００９－１７１２８１号公報）には
、火災報知器内部に特定の火災報知信号を発生させる構成を内蔵し、コードレス電話機に
無線送信する警報システムが開示されている。
【０００８】
　また、住宅用火災警報器は、各種のものが販売されているが、一般的な住宅用火災警報
器は、煙や熱が一定レベルに達すると、特定の警報音を発生させるようにした、安価で簡
易な構造のものが大半を占めている。従って、一般住宅内には、市販されている様々な種
類の火災警報器が住宅各所に設置されていると言え、それら各種警報器の共通点は、異常
時に警報音を発生させることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平６－２４４９２４号公報
【特許文献２】特開平８－１９４８８０号公報
【特許文献３】特開平９－１９８５９１号公報
【特許文献４】特開２００２－１７５５８４号公報
【特許文献５】特開２００９－１７１２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献１～特許文献５に開示されているように、火災報知器（火災警報器）とコ
ードレス電話装置などの通信機器とを連動させ、あるいは、通信機器に火災検知機能を付
加することにより、火災の発生を検知し、各居室の電話装置（子機）一斉同報により警報
を報知し、あるいは、家人が留守であっても、予め設定しておいた特定の連絡先に警報を
報知することができる。
【００１１】
　火災発生の警報を報知する際に、火災の発生場所（家屋内のどの場所で火災が発生した
か）が特定できることが好ましい。近年の通信機器にはカメラを内蔵して静止画、動画な
どの画像を送信できるものも多く、このような通信機器を用いれば、火災発生の警報を報
知する際に火災発生箇所の画像を送信することもでき、より好ましい警報報知システムに
なる。しかしながら、上記特許文献１～５に開示された技術では火災発生場所を特定して
警報を報知することができないという問題点がある。
【００１２】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、親機、子機を有する、通常のコー
ドレス電話機、または通常のコードレステレビ電話機などを用いて、火災発生箇所を特定
して、警報を報知することができる警報報知機能を有する通信機器を提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　前記課題を解決するために、本願の請求項１にかかる発明は、通話モードと、警報監視
モードとに切り替え可能な、親機と複数の子機とから構成される通信機器であって、前記
親機および子機は、警報器からの警報音を集音するマイクと、警報音を発生するスピーカ
と、あらかじめ前記警報器の警報音情報を記憶する警報記憶部と、警報報知時の通知情報
を記憶する通知情報記憶部と、前記マイクを介して警報音を感知した時、当該警報音と前
記警報記憶部に記憶された警報音情報とを比較し、警報器の警報を識別する音声制御部と
、を備えるとともに、前記親機は、更に、子機に一斉に警報報知をなすとともに、前記通
知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ自動発信す
る制御部を備え、前記警報監視モードにおいて、前記子機のいずれかが警報器の警報を識
別した場合、警報器の警報を識別した子機は親機に警報報知をなし、親機は他の子機に一
斉に警報器の警報発生場所を含む警報報知をなし、前記親機が警報器の警報を識別した場
合、親機は子機全てに一斉に警報器の警報発生場所を含む警報報知をなし、前記親機は、
前記通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ前記
警報報知を自動発信することを特徴とする。
【００１４】
　また、本願の請求項２にかかる発明は、請求項１にかかる通信機器において、前記警報
器の警報音情報を記憶する警報記憶部には、前記警報器の設置位置と通信機器を構成する
親機および子機の設置位置とに基づいて、前記親機および子機のそれぞれに対して予め設
定された閾値レベルを含む警報音情報を記憶することを特徴とする。
【００１５】
　また、本願の請求項３にかかる発明は、請求項１または２にかかる通信機器において、
少なくとも前記親機はカメラを備え、通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あ
らかじめ設定された通信先へ自動発信する際に、前記カメラにより撮影された画像データ
付加することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１にかかる発明においては、親機および子機は、警報器からの警報音を集音する
マイクと、警報音を発生するスピーカと、あらかじめ前記警報器の警報音情報を記憶する
警報記憶部と、警報報知時の通知情報を記憶する通知情報記憶部と、前記マイクを介して
警報音を感知した時、当該警報音と前記警報記憶部に記憶された警報音情報とを比較し、
警報器の警報を識別する音声制御部と、を備えるとともに、前記親機は、更に、子機に一
斉に警報報知をなすとともに、前記通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あら
かじめ設定された通信先へ自動発信する制御部を備え、前記警報監視モードにおいて、前
記子機のいずれかが警報器の警報を識別した場合、警報器の警報を識別した子機は親機に
警報報知をなし、親機は他の子機に一斉に警報器の警報発生場所を含む警報報知をなし、
前記親機が警報器の警報を識別した場合、親機は子機全てに一斉に警報器の警報発生場所
を含む警報報知をなし、前記親機は、前記通知情報記憶部から所定の通知情報を読み出し
、あらかじめ設定された通信先へ前記警報報知を自動発信する。
【００１７】
　このような構成によれば、火災発生箇所などの警報機作動場所を特定して、警報を各所
の子機に一斉同報することができ、避難に際して有用な警報報知機能を有する通信機器を
提供することができる。
【００１８】
　また、請求項２にかかる発明においては、前記警報器の警報音情報を記憶する警報記憶
部には、前記警報器の設置位置と通信機器を構成する親機および子機の設置位置とに基づ
いて、前記親機および子機のそれぞれに対して予め設定された閾値レベルを含む警報音情
報を記憶する。従って、親機または子機のいずれかは、それぞれ最も近い位置に設置され
た警報器の警報を識別することができ、警報器の作動場所を親機または子機の設置場所に
よって特定することができる。
【００１９】
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　また、請求項３にかかる発明においては、少なくとも前記親機はカメラを備え、通知情
報記憶部から所定の通知情報を読み出し、あらかじめ設定された通信先へ自動発信する際
に、前記カメラにより撮影された画像データ付加する。従って、通知を受けたユーザは警
報器の作動場所の映像を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態における、住宅用火災警報器と通信機器の関係を説明するた
めの模式図である。
【図２】本発明を構成する通信機器の親機の構成ブロック図である。
【図３】本発明を構成する通信機器の子機の構成ブロック図である。
【図４】本発明を構成する通信機器における警報監視モード２の動作手順を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の具体例を実施例及び図面を用いて詳細に説明する。但し、以下に示す実
施例は、本発明の技術思想を具体化するための、警報報知機能を有する通信機器を例示す
るものであって、本発明を以下例示するコードレス電話機に特定することを意図するもの
ではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態の通信装置にも等しく適用し得る
ものである。
【実施例１】
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態における、住宅用火災警報器と、通信機器としてのコード
レス電話機の関係を説明するための模式図である。
【００２３】
　一般的な個人住宅１０の一居室（たとえば居間）にはコードレス電話機の親機２０が設
置され、公衆通信回線１１を介して住宅外の回線に接続される。一方、住宅用火災警報器
（火災報知器とも称される）４０も同一室内に設置される。コードレス電話機の親機２０
は、近距離無線通信により、複数の子機３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ、３０ｅに接続
され、よく知られた住宅内コードレス電話機を構成している。複数の子機３０a～３０eは
、一般的には住宅内の個別の居室、たとえば台所、寝室、書斎、子供部屋等に設置される
。一方、複数の住宅用火災報知器４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ、４０ｅも、火災の早
期発見と報知の観点から、住宅内の各居室毎に設置されるのが望ましい。火災報知器４０
、４０ａ～４０ｅは火災の発生を検知する火災検知部、火災報知出力部を備え、火災検知
部が火災発生を検知すると火災報知出力部は、火災の発生を知らせる非常警報ベルや警報
音などの報知出力を発生する。
【００２４】
　一方、コードレス電話機においては、通常の通話のほか、親機２０または子機３０ａ～
３０ｅの所定のキー操作により、留守モードに設定できる機能がよく知られている。親機
２０にはテープレコーダや、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）のような図示しない録音・再生ユニットが内蔵され、通話の相手方の音声（メッセー
ジ）を録音し、録音したメッセージを再生することができる。この録音・再生ユニットは
、留守モード時に動作する。この留守モードの設定は、後述するタッチパネル２７に表示
されるキーを用いて留守モードを「オン」に設定し、後述するメモリ２９に記憶すること
で行うことができる。
【００２５】
　一方、コードレス電話機においては、通常の通話のほか、親機２０または子機３０ａ～
３０ｅの所定のキー操作により、留守モードに設定できる機能がよく知られている。親機
２０にはテープレコーダや、ＤＳＰ(Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ)のような図示しない録音・再生ユニットが内蔵され、通話の相手方の音声（メッセー
ジ）を録音し、録音したメッセージを再生することができる。この録音・再生ユニットは
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、留守モード時に動作する。この留守モードの設定は、後述するタッチパネル２７に表示
されるキーを用いて留守モードを「オン」に設定し、後述するメモリ２９に記憶すること
で行うことができる。
【００２６】
　なお、コードレス電話機がデジタルコードレス電話機である場合、録音・再生ユニット
はデジタル音声信号を記録、読み出しできるメモリユニットを用いることができる。また
、子機が複数備えられている場合にはメモリユニットの領域を各子機対応に区分しておく
ことで各子機に対するメッセージを区分して保存することができる。
【００２７】
　また、親機２０において留守モードが設定されている場合、コードレス電話機に着信が
あると、回線接続して発信元に留守メッセージが送られる。発信元が通話においてメッセ
ージを発音すると録音・再生ユニットにそのメッセージが録音される。メッセージの録音
が終了すると着信回線が切断される。
【００２８】
　この留守モード中は、公衆通信回線１１を介して、住宅外部からの着信を親機２０内の
記憶部に録音し、家人帰宅後に再生して着信内容を確認できるものである。この留守モー
ドは、たとえば就寝時間中に起動させることも可能で、外部着信で睡眠を妨害されないよ
うにこの機能を利用することも可能である。
【００２９】
　一般的に、上記留守モード中は親機２０、子機３０ａ～３０ｅの受話器は音声の受話は
できない状態となっている。本発明では、こうした留守モードの機能構成を利用し、留守
モード中でも音声入力の有無を監視できるようにしている。この状態を警報監視モードと
呼ぶ。このようにすれば、各居室の火災報知器４０、４０ａ～４０ｅのいずれかが火災を
検知し、警報が発生した場合、その近傍に設置された、上記親機２０、または上記子機３
０ａ～３０ｅのいずれかが、火災警報音を受話器を介して検知可能となる。
【００３０】
　そして、予め、各居室の火災報知器４０、４０ａ～４０ｅの警報音の音量と、その近傍
に設置された、親機２０または子機３０ａ～３０ｅとの位置関係に基づいて、親機２０ま
たは子機３０ａ～３０ｅのそれぞれが、最も近くに設置された火災報知器４０、４０ａ～
４０ｅの警報音を識別する閾値レベルを親機２０または子機３０ａ～３０ｅに設定してお
けば、どの電話機が火災報知器の警報音を識別したかにより、火災発生箇所を特定するこ
とができる。閾値レベルは、各居室の火災報知器４０、４０ａ～４０ｅと、親機２０また
は子機３０ａ～３０ｅの設置場所に基づいて実測した上で設定することが好ましい。また
、閾値レベルは警報音の発生を識別する特定の音量レベルであってもよく、警報音の発生
を識別する上限、下限の音量レベルであってもよい。
【００３１】
　図２は、図１に示すコードレス電話機の親機２０の構成を示すブロック図である。
【００３２】
　親機２０は、図２のブロック図に示すように、制御部２１、通信処理部２２、音声信号
処理部２３、マイク２４、スピーカ２５、カメラ２６、タッチパネル２７、アンテナ２８
およびメモリ２９を備えて構成される。
【００３３】
　制御部２１はマイクロプロセッサからなる制御回路であり、図示していないＣＰＵ、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭを備えている。ＲＯＭには各部動作を制御するプログラムを記憶しており、
そのプログラムはＣＰＵに読み出されて親機２０に必要な諸動作を実行する。ＲＡＭには
制御部２１の動作に必要な情報を記憶する。
【００３４】
　制御部２１はその機能構成から区分すれば、図２に示すようにデータ制御部２１１、画
像制御部２１２、音声制御部２１３、無線制御部２１４、時刻制御部２１５、通信制御部
２１６を備えて構成される。
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【００３５】
　データ制御部２１１は、タッチパネル２７に接続され、このタッチパネルからの操作信
号に基づき、所定の入力処理を実行する。また、タッチパネルに包含されるディスプレイ
に、プログラムに基づく表示データを出力する。また、テレビ電話機能を実行する場合は
、通信先からのテレビ映像を上記ディスプレイにリアルタイムに表示出力する。
【００３６】
　画像制御部２１２は、カメラ２６に接続され、このカメラ２６で撮影された映像を取り
込み、伝送データに変換して通信先へリアルタイムに出力する。
【００３７】
　音声制御部２１３は、音声信号処理部２３に接続され、通信先からの受話音声信号を処
理して音声信号処理部２３に出力し、あるいは、音声信号処理部２３から入力された送話
信号を音声信号に変換して送出する。
【００３８】
　無線制御部２１４は、アンテナ２８に接続され、このアンテナ２８を介して子機３０ａ
～３０ｅとの間で発信信号、着信信号、送話音声信号、受信音声信号を通信する。
【００３９】
　時刻制御部２１５は、時計、カレンダー機能を有し、プログラムの実行に合わせて現在
日付や時刻を出力する。出力された日付、時刻は前記データ制御部２１１を介してタッチ
パネル２７に包含されるディスプレイに表示され、またあらかじめ設定された日付や時刻
と比較され、設定日時になると、特定の画像を表示したり、所定の通信を行う等の処理に
供せられる。
【００４０】
　通信制御部２１６は、通信処理部２２に接続され、公衆通信回線１１からの着信、ある
いは公衆通信回線１１への発信を制御するものであり、着信検出、ダイアルトーン検出な
どを行う。
【００４１】
　通信処理部２２は、上記制御部２１の通信制御部２１６に接続され、例えば公衆通信回
線１１上で通話やデータ通信を行うためのモデムやＬＡＮの回路の構成を成すものである
。
【００４２】
　音声信号処理部２３は、音声の入出力をアナログーデジタル変換する回路構成をなす。
前記制御部２１の音声制御部２１３から出力される通常受話信号を変換してスピーカ２５
を介して受話音声に再生し、また前記警報監視モードにおいては、所定の警報音信号を変
換してスピーカ２５を介して最大音量にて警報音に再生する。また、マイク２４を介して
入力された通常送話音声を送話音声信号に変換して制御部２１の音声制御部２１３に出力
し、あるいは前記警報監視モードにおいては、マイク２４を介して入力される警報音を警
報音信号に変換して制御部２１の音声制御部２１３に出力する回路で構成される。
【００４３】
　マイク２４、スピーカ２５は、通常は電話機における受話器を構成するものであり、マ
イク２４によって集音された送話音声は、音声信号処理部２３に送られ、音声信号に変換
されて送信される。受信した通話先の音声信号は、音声信号処理部２３からスピーカ２５
を介して音声として再生される。また前記警報監視モードにおいては、前記火災報知器４
０からの火災警報音をマイク２４にて集音し、所定の警報音をスピーカ２５から報知させ
る。
【００４４】
　親機２０または子機３０ａ～３０ｅのそれぞれが検出する火災報知器４０、４０ａ～４
０ｅの警報音の音量の閾値レベルは、先に述べたように、各居室の火災報知器４０、４０
ａ～４０ｅの警報音の音量と、その近傍に設置された、親機２０または子機３０ａ～３０
ｅとの位置関係に基づいて、それぞれが、最も近くに設置された火災報知器４０、４０ａ
～４０ｅの警報音を識別できるように実測等により予め設定されている。
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【００４５】
　カメラ２６は、通常のテレビ電話使用時には、送話者の顔面や手指等の動作を撮影し、
その映像データをリアルタイムに前記画像制御部２１２に出力する。また前記警報監視モ
ードにおいては、この親機２０が設置された居室内の映像を撮影して、前記画像制御部２
１２に出力し、その映像を送信したり、メモリ２９に記録することで、たとえば火災発生
時の煙の状態の確認や、盗難発生時の不審者の特定などに有効な構成をも成す。
【００４６】
　タッチパネル２７は、操作者の触指によってキー操作入力を可能とするタッチパネルと
、このタッチパネルを透過して設置されたＬＣＤディスプレイから構成され、たとえばＬ
ＣＤディスプレイに表示される数字キーは、タッチパネルの触指によって、発信の際の電
話番号入力に用いられ、あるいは表示される機能キーは種々の機能を選択したり設定した
りするために用いられる。すなわち、タッチパネルの触指による機能キーを操作して上記
ディスプレイに所望の機能設定画面を表示してコードレス電話装置の種々の機能設定をし
たり、通信キャリアが提供する種々のサービス機能のオン・オフの設定をしたりすること
ができる。テレビ電話機能を実行する場合は、通信先からの受信映像が上記ディスプレイ
にリアルタイムに表示出力される。
【００４７】
　メモリ２９にはコードレス電話機の通常使用時の各種機能の設定状況や、ナンバーディ
スプレイ関連サービスの設定状況などが記憶される他、ユーザが入力する電話帳、短縮ダ
イヤルの登録情報等を記憶することができる。メモリ２９には、さらに警報記憶部２９１
と通知情報記憶部２９２を備えている。
【００４８】
　警報記憶部２９１には、前述の閾値レベルが記憶され、警報監視モードにおいて火災報
知器からの警報が発せられた場合、この警報記憶部２９１の記憶内容（閾値レベル）は制
御部２１により読み出され、実際に集音された警報音と比較されて火災報知器の発報（警
報報知）か否かが識別される。警報記憶部２９１には、前述のようにして実測した閾値レ
ベルが記憶されてもよく、予め集音された最も近くに設置された火災報知器の警報音がそ
のまま記憶されても良く、あるいはその集音された警報音特有の音質を表すデータに変換
して記憶されてもよい。
【００４９】
　また、前記警報記憶部２９１には，複数種類の警報をあらかじめ記憶するように構成す
ることもできる。このような構成にすれば、同一居室内の複数の警報器、たとえば火災報
知器、ガス漏れ検出器、防犯警報器、病人の異常検出器等、相異なる音質と音閾値を持つ
警報音を、居室内の親機２０または子機３０ａ～３０ｅの各々に、事前に設定登録でき、
いかなる警報でも錯誤なく正確に受音し判別して報知することができる。
【００５０】
　通知情報記憶部２９２には、警報監視モードにおいて、火災発生と判断された場合は、
親機２０と子機３０ａ～３０ｅに対する一斉同報において通知する警報音または非常メッ
セージが記憶されている。一斉同報の警報音は、実際に鳴動している火災報知器の警報音
とは異なる音で記憶したほうが、火災発生場所の確認に有効である。また一斉同報の非常
メッセージとしては、たとえば「火事です。火事です。避難してください。」や、親機２
０が火災警報発生元であれば「居間が火事です。避難してください。」あるいは子機３０
ａ～３０ｅのいずれかが火災警報発生元であれば「二階の子供部屋が火事です。避難して
ください。」などと区別して記憶させることもできる。
【００５１】
　通知情報記憶部２９２にはさらに、住宅外部の自動通報先に対する電話番号やメールア
ドレスとそれらの個別にフォーマットされた非常通報メッセージを記憶できる。通知先は
一般的には居住者の携帯電話のメールアドレスなどであるが、たとえば、通報先として消
防署を設定できれば、火災発生のメッセージに加え、住所・氏名をも自動通報できるよう
に記憶しておくこともできる。
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【００５２】
　図３は、図１に示すコードレス電話機の子機３０ａ～３０ｅの構成を示すブロック図で
ある。
【００５３】
　子機３０ａ～３０ｅは、図３のブロック図に示すように、制御部３１、音声信号処理部
３３、マイク３４、スピーカ３５、キー操作・表示部３７、アンテナ３８およびメモリ３
９を備えて構成される。
【００５４】
　制御部３１はマイクロプロセッサからなる制御回路であり、図示していないＣＰＵ、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭを備えている。ＲＯＭには各部動作を制御するプログラムを記憶しており、
そのプログラムはＣＰＵに読み出され子機３０ａ～３０ｅに必要な諸動作を実行する。Ｒ
ＡＭには制御部３１の動作に必要な情報を記憶する。
【００５５】
　制御部３１はその機能構成から区分すれば、図３に示すようにデータ制御部３１１、音
声制御部３１３、無線制御部３１４、時刻制御部３１５、通信制御部３１６を備えて構成
される。
【００５６】
　データ制御部３１１は、キー操作・表示部３７に接続され、キー操作信号に基づき、所
定の入力処理を実行する。また、ＬＣＤ等で構成される表示部に、プログラムに基づく表
示データを出力する。
【００５７】
　音声制御部３１３は、音声信号処理部３３に接続され、通信先からの受話音声信号を処
理して音声信号処理部３３に出力し、あるいは、音声信号処理部３３から入力された送話
信号を音声信号に変換して出力する。
【００５８】
　無線制御部３１４は、アンテナ３８に接続され、このアンテナ３８を介して親機２０と
の間で発信信号、着信信号、送話音声信号、受信音声信号を通信する。
【００５９】
　時刻制御部３１５は、時計、カレンダー機能を有し、プログラムの実行に合わせて現在
日付や時刻を出力する。出力された日付、時刻は前記データ制御部３１１を介してキー操
作・表示部３７に表示され、またあらかじめ設定された日付や時刻と比較され、設定日時
になると、特定の画像を表示したり、所定の通信を行う等の処理に供せられる。
【００６０】
　通信制御部３１６は、アンテナ３８、無線制御部３１４を経由して、親機から転送され
た着信、あるいはアンテナ３８、無線制御部３１４を経由して、親機２０への発信を制御
するものであり、着信検出、ダイアルトーン検出などを行う。
【００６１】
　音声信号処理部３３は、音声の入出力をアナログーデジタル変換する回路構成をなす。
前記制御部３１の音声制御部３１３から出力される通常受話信号を変換してスピーカ３５
を介して受話音声に再生し、また前記警報監視モードにおいては、所定の警報音信号を変
換してスピーカ３５を介して最大音量にて警報音に再生する。また、マイク３４を介して
入力された通常送話音声を送話音声信号に変換して制御部３１の音声制御部３１３に出力
し、あるいは前記警報監視モードにおいては、マイク３４を介して入力される警報音を警
報音信号に変換して制御部３１の音声制御部３１３に出力する回路で構成される。
【００６２】
　マイク３４、スピーカ３５は、通常は電話機における受話器を構成するものであり、マ
イク３４によって集音された送話音声は、音声信号処理部３３に送られ、音声信号に変換
されて送信される。受信した通話先の音声信号は、音声信号処理部３３からスピーカ３５
を介して音声として再生される。また前記警報監視モードにおいては、前記火災報知器４
０ａ～４０ｅからの火災警報音をマイク３４にて集音し、所定の警報音をスピーカ３５か
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ら報知させる。
【００６３】
　キー操作・表示部３７は、操作者のキー操作入力を可能とするキー操作部と、ＬＣＤデ
ィスプレイから構成された表示部で構成される。たとえば数字キーは、発信の際の電話番
号入力に用いられ、あるいは機能キーは種々の機能を選択したり設定したりするために用
いられる。すなわち、上記キー操作部の機能キーを操作して上記表示部に所望の機能設定
画面を表示してコードレス電話機の種々の機能設定をしたり、通信キャリアが提供する種
々のサービス機能のオン・オフの設定をしたりすることができる。
【００６４】
　メモリ３９にはコードレス電話機の通常使用時の各種機能の設定状況や、ナンバーディ
スプレイ関連サービスの設定状況などが記憶される他、ユーザが入力する電話帳、短縮ダ
イヤルの登録情報等を記憶することができる。
【００６５】
　警報記憶部３９１には、前述の閾値レベルが記憶され、警報監視モードにおいて火災報
知器からの警報が発せられた場合、この警報記憶部３９１の記憶内容（閾値レベル）は制
御部３１により読み出され、実際に集音された警報音と比較されて火災報知器の発報（警
報報知）か否かが識別される。警報記憶部３９１には、前述のようにして実測した閾値レ
ベルが記憶されてもよく、予め集音された最も近くに設置された火災報知器の警報音がそ
のまま記憶されても良く、あるいはその集音された警報音特有の音質を表すデータに変換
して記憶されてもよい。
【００６６】
　また、前記警報記憶部３９１には，複数種類の警報をあらかじめ記憶するように構成す
ることもできる。このような構成にすれば、同一居室内の複数の警報器、たとえば火災報
知器、ガス漏れ検出器、防犯警報器、病人の異常検出器等、相異なる音質と音閾値を持つ
警報音を、居室内の親機２０または子機３０ａ～３０ｅの各々に、事前に設定登録でき、
いかなる警報でも錯誤なく正確に受音し判別して報知することができる。
【００６７】
　次に、以上のように構成されるコードレス電話機の警報監視モードの動作手順について
、図４に示すフローチャートに従って説明する。なお、以下は親機２０での警報監視モー
ドについて説明するが、子機３０ａ～３０ｅについても略同様の動作である。図４のフロ
ーチャートは、親機２０のタッチパネル２７を用いて、通常通話モードか警報監視モード
の何れかが設定されているものとして説明する。
【００６８】
　まず、制御部２１は、親機２０が通常通話モード、警報監視モードの何れが設定されて
いるかを識別する（Ｓ１０１）。通常通話モードである場合、図４のフローチャートの処
理は終了する。
【００６９】
　警報監視モードが選択された場合、タッチパネル２７上のディスプレイには、警報音や
非常時の通知情報の事前登録（メモリ２９の警報記憶部２９１および通知情報記憶部２９
２への記憶）をするか否かの案内が表示される。すでに警報音や非常時の通知情報の登録
が済んでいれば、“Ｎｏ”のキー操作をすることで、親機２０および子機３０ａ～３０ｅ
は警報監視モードに入り、ステップＳ１０６へ進む。
【００７０】
　新たに警報音や通知情報の登録をする場合や、すでに登録している警報音や通知情報を
変更したい場合は、“Ｙｅｓ”のキー操作をすることで、登録操作が開始される（Ｓ１０
２）。
【００７１】
　警報音の事前登録は、まず設置済みの火災報知器４０のテストスイッチを操作し、警報
音が発生している間に、親機２０のタッチパネル２７上に表示された“警報音登録”のキ
ーを押す。このキー操作に連動して、親機２０の制御部２１は、マイク２４から警報音を
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集音し、音声信号処理部２３から警報信号を取り込む。取り込まれた警報信号は、音声制
御部２１３にて、その警報に特有な音質と音閾値を取り出し、デジタルデーター化してメ
モリ２９内の警報記憶部２９１に記憶する。記憶が終了すると、タッチパネル２７上の表
示には“警報登録終了”と表示されるので、火災報知器のテストスイッチをＯＦＦにして
火災報知器の警報を止める（Ｓ１０３）。
【００７２】
　次に、火災発生時に、親機２０から全ての子機３０ａ～３０ｅに一斉に同報報知する警
報音または警報メッセージの登録を行う。警報メッセージは例えば、「火災が発生しまし
た。速やかに避難して下さい」などであり、この警報音や警報メッセージは、あらかじめ
メモリ２９内に複数個のパターンを用意して記憶されており、タッチパネル２７のディス
プレイにそのパターン番号が表示される。操作者は、それらのパターンの中から、任意の
ものを選択して決定し、キー操作する。このキー操作に連動して、親機２０の制御部２１
は選択されたパターン番号をメモリ２９内の通知情報記憶部２９２に登録記憶する。なお
、警報メッセージは、用意された上記パターンだけでなく、操作者の肉声録音を登録する
こともできる。これは、よく知られた“只今でかけております・・・”等の留守録メッセ
ージと同じ方法で録音され、その録音箇所のアドレスをメモリ２９内の通知情報記憶部２
９２に登録記憶することで実現できる（Ｓ１０４）。
【００７３】
　次に、火災発生時、いち早く自動連絡すべき連絡先と、その連絡メッセージを登録記憶
する。連絡先としては、消防署の他、留守の場合を考慮して、家人全員の携帯電話や、勤
務先、あるいは隣接住宅への通報等が考えられる。通知方法としては、音声メッセージに
よる電話通知、Ｅ－ＭＡＩＬ等によるデータ伝送、あるいは親機２０のカメラ２５で撮影
した映像の転送等が考えられる。登録は、タッチパネル２７の表示部に表示されるガイダ
ンスに従って操作するようにし、連絡先毎に、電話番号またはメールアドレス、音声メッ
セージまたは文章データ、さらには住所、氏名や、映像の再生起動コード等が、前記メモ
リ２９の通知情報記憶部２９２内に登録記憶される（Ｓ１０５）。
【００７４】
　次に、ステップＳ１０２で“Ｎｏ”が選択され、親機２０（および子機３０ａ～３０ｅ
）が警報監視モードに入った場合の動作を説明する。警報監視モード中は、制御部３１は
、音声制御部２１３を通じ、マイク２４からの音入力を待つ待機状態となっている（Ｓ１
０６）。
【００７５】
　マイク２４から何らかの音入力があると、制御部２１は、メモリ２９内の警報記憶部２
９１に記憶されている警報音の音質・音閾値のデータを音声制御部２１３に読み出す（Ｓ
１０７）。
【００７６】
　音声制御部２１３では、マイク２４で集音された音の音質・音閾値と警報記憶部２９１
に事前登録された警報音の音質・音閾値を比較する。比較の結果、音質・音閾値が合致し
ない（“Ｎｏ”）の場合、マイク２４に入った音は火災報知器の警報音ではないとして、
マイク２４からの音入力を待つ待機状態に戻る（Ｓ１０８）。
【００７７】
　ステップＳ１０８で、音質・音閾値が合致した（“Ｙｅｓ”）の場合、マイク２４に入
った音は火災報知器の警報音であると判定し、その警報音の発信元が親機２０または子機
３０ａ～３０ｅのどれであるかの特定、すなわち火災発生場所の特定を行う（Ｓ１０９）
。
【００７８】
　もし、火災警報を検知したのが子機３０ａ～３０ｅのいずれかであれば、ただちに親機
２０に対して火災警報検知の通報を行う（Ｓ１１０）。
【００７９】
　次に、制御部２１は、ステップＳ１０４で登録した同報警報音または同報警報メッセー
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ジを、メモリ２９内の通知情報記憶部２９２から読み出し、親機２０および同報した全て
の子機３０ａ～３０ｅのスピーカから、一斉に、最大音量の警報音または警報メッセージ
を発生させる（Ｓ１１１）。
【００８０】
　続いて、制御部２１は、ステップＳ１０５で登録した自動連絡先とその通知情報をメモ
リ２９内の通知情報記憶部２９２から順次読み出し、親機２０の通信制御部２１６を介し
、通信制御部２２および公衆通信回線１１を通じて、非常連絡先に所定の通知情報の自動
通報を行う（Ｓ１１２）。これにより外出中の家人に対して火災警報の報知を行う。その
際、カメラ２６により撮影された画像データを通信先に送れば、受信者は火災発生箇所の
映像を観察することができる。子機３０ａ～３０ｅ等がカメラを備えたものであれば、子
機３０ａ～３０ｅからの映像を送信することも可能になる。
【００８１】
　以上のようにして、コードレス電話機と火災報知器とを警報音で連携させ、火災報知器
において火災の発生を検知し、警報音が発生した場合、コードレス通信装置の送話部をな
すマイクにてこれを受音検知し、警報記憶部にあらかじめ記憶された警報音情報と比較し
、所定の音質・音閾値に合致した場合、親機２０から全ての子機３０ａ～３０ｅに火災発
生場所を含む警報報知を一斉同報して、受話部をなすスピーカから警報を発することがで
きる。これにより、住宅内に設置される各種警報装置の機能に影響なく、極めて安価でか
つ非常時の通報性の高い警報報知機能を有する通信機器を提供できるものである。
【００８２】
　なお、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲で変更することが可能である。例えば、通信機器としてコードレス電話機でなく、
イントラネット接続された複数のＩＰ電話機を用いることもでき、インターネット通信機
能を有し、イントラネット接続された複数のテレビジョン装置を用いることもできる。
【符号の説明】
【００８３】
１０・・・・・・・住宅
１１・・・・・・・公衆通信回線
２０・・・・・・・親機
３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄ，３０ｅ・・・子機
２１，３１・・・・制御部
２２・・・・・・・通信制御部
２３，３３・・・・音声信号処理部
２４，３４・・・・マイク
２５，３５・・・・スピーカ
２６・・・・・・・カメラ
２７・・・・・・・タッチパネル
２８，３８・・・・アンテナ
２９，３９・・・・メモリ
２９１，３９１・・警報記憶部
２９２・・・・・・通知情報記憶部
４０，４０ａ，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄ，４０ｅ・・・火災報知器（火災警報器）
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